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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
震
度
六
強
の
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で
倒
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恐
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あ
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質
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す
る
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弁
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一
に
つ
い
て

全
国
の
病
院
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
現
在
で
八
千
七
百
八
十
三
病
院
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
棟

数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
病
院
数
及
び
棟
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
現
在
、
都
道
府
県
に
対
し
、
「
病
院
の
耐
震
改
修
状
況

調
査
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
付
け
医
政
指
発
第
〇
一
二
九
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局

指
導
課
長
通
知
）
を
発
出
し
、
病
院
の
建
物
ご
と
の
耐
震
性
の
状
況
等
の
調
査
を
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘

の
病
院
名
の
公
表
を
含
め
、
当
該
調
査
結
果
の
公
表
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十

四
号
）
別
添
別
表
第
六
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、

構
造
耐
震
指
標
が
〇
・
三
未
満
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
震
度
六
強
程
度
の
地
震
を
想
定
し
た
上
で
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃

に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
医
療
提
供
体
制
施
設
整
備
交
付
金
に
よ
り
、
耐
震
性
の
補
強
を
行
う
病
院
に
対
す
る
補
助
を
行

っ
て
い
る
が
、
耐
震
性
の
補
強
を
行
う
か
否
か
は
各
病
院
の
開
設
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
病
院

す
べ
て
の
耐
震
性
が
補
強
さ
れ
る
時
期
や
実
際
に
必
要
と
な
る
補
助
額
の
見
込
み
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。ま

た
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
病
院
の
耐
震
性
補
強
に
関
す
る
計
画
は
な
い
が
、
「
自
然
災
害
の
「
犠
牲
者
ゼ
ロ
」
を
目
指
す

た
め
の
総
合
プ
ラ
ン
」
（
平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
に
、

平
成
十
七
年
二
月
一
日
時
点
で
建
物
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
耐
震
化
さ
れ
て
い
な
い
災
害
拠
点
病
院
及
び
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
の
う
ち
、
約
五
割
程
度
の
施
設
の
耐
震
性
の
補
強
等
を
行
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
今
後
と
も
、
各
病

院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
耐
震
性
の
補
強
に
係
る
取
組
を
支
援
し
つ
つ
、
当
該
目
標
の
達
成
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。

二


